
最高裁秘書第2228号
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令和4年7月21日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長堀田
ヒニJ

L具

司法行政文書開示通知書

令和4年3月17日付け（同月22日受付、第031038号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。 、

記

1 開示する司法行政文書の名称等

(1) 令和3年1 1月12日付け司研企二第71 ()号所長通知「 「司法修習におい

て司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策について」の発出

について」 （片面で14枚）

（2） 令和3年1 1月22日付け司研企二第789号所長通知「 「 「司法修習にお

いて司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策について」の発

出について」の一部訂正について」 （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の(1)の文書には、公にすることにより裁判所の情報セキュリティの確保に支

障を及ぼすおそれがある情報が記載されており、 この情報は行政機関情報公開法

第5条第6号に定める不開示情報に相当することから、 この情報が記載されてい

る部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法
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電話03(4233)5240 (直通）担当課．秘書課（文書室）
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司研企二第710号

（組い－(〕2）

令和3年1 1月12日

地方裁判所長殿

家庭裁判所長殿

地方検察庁検事正殿

弁護士会会長殿

司法研修所長笠井之彦

「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報の

セキュリティ対策について」の発出について（通知）

司法修習生が司法修習において取り扱う情報をあらゆる脅威から守り，必要な情

報セキュリティを確保するための対策として， 下記のとおり定めましたので， これ

によって貴庁会に配属された司法修習生に適切に情報を取り扱わせてください。

第75期司法修習生に対しては10月15日付けで，第74期司法修習生に対し

ては本日付けで， 当職通知「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情

報のセキュリティ対策について」を発出し， 下記の内容の遵守を求めるとともに，
件

一 ■一壬－－

’
なお，第74期司法修習については， 12月8日から上記通知による対策を適用

しますが， 同月7日時点で司法修習生が現に保有する書面の取扱いについては， な

お従前の例によることとします。

また， 各指導担当者に対しても， 司法修習の課程における修習関連の情報の提供
1



については，個人情報保護の観点から，細心の注意を払うよう周知してください。

おって，令和元年1 1月27日付け当職通知「司法修習生が取り扱う導入修習及

び集合修習関連の情報等のセキュリティ対策について」及び同日付け当職通知「司

法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報等のセキュリティ対策について」並びに令

和3年3月26日付け当職通知「導入修習において司法修習生が取り扱う修習関連

の情報のセキュリティ対策について」及び同年6月21日付け当職通知「実務修習

において司法修習生が取り扱う修習関連情報等のセキュリティ対策について」は，

同年12月7日をもって廃止’します．
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司研企二第789号

（組い－O2)

令和3年11月22日

殿
殿
殿
殿

地方裁判所長

家庭裁判所長

地方検察庁検事正

弁護士会会長

）

1

司法研修所長笠井之彦

「 「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報

のセキュリティ対策について｣の発出について」の一部訂正

について(通知）

、 1 1月12日付け司研企二第710;号当職通知「 「司法修習において司法修習生

が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策について」の発出について」を発出

しましたが，誤記があったため，下記のとおり訂正します。

記

本文に「令和3年3月26日付け当職通知」 とあるのを， 「令和3年2月26日

付け当職通知」と訂正する｡


